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議案第127号

議案第127号

福岡市市税条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和₈年₆月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、地方税法の一部改正に伴い、地域決定型地方税制特例措置に

よる固定資産税に係る特例割合を定めるとともに、家屋及び償却資産に対して課する固定資

産税の免税点を引き上げる等の必要があるによる。

　　　福岡市市税条例の一部を改正する条例

　福岡市市税条例（昭和36年福岡市条例第53号）の一部を次のように改正する。

　第21条を次のように改める。

　（寄附金税額控除の対象とする寄附金）

第21条　法第314条の₇第₁項第₃号に規定する条例で定める寄附金は、次に掲げる寄附金

であつて、市民の福祉の増進に寄与すると認められるものとして、市長が指定したもの

（次条において「指定寄附金」という。）とする。

⑴　所得税法（昭和40年法律第33号）第78条第₂項第₂号に掲げる寄附金のうち、市内に

事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの

⑵　所得税法第78条第₂項第₃号に掲げる寄附金のうち、市内に事務所又は事業所を有す

る法人に対するもの

⑶　所得税法第78条第₂項第₄号に掲げる寄附金のうち、福岡県知事の認可（公益信託に

関する法律（令和₆年法律第30号）第₆条の認可をいう。）を受けた公益信託の信託財

産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連するもの

⑷　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の18の₂第₂項に規定する特定非営利

活動に関する寄附金のうち、市内に事務所を有する認定特定非営利活動法人等（同条第

₁項に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。）に対するもの

　福岡市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和８年６月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　　髙　　島　　宗　一　郎

福岡市条例第43号
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　第21条の₂第₁項中「前条」の次に「（第₁号、第₂号又は第₄号に係る部分に限

る。）」を加え、「（以下この条において「寄附金の指定」という。）」を削り、「法人

等」を「法人又は団体」に改め、同条第₆項を同条第₇項とし、同条第₅項中「第₁項」の

次に「又は第₂項」を加え、同項を同条第₆項とし、同条中第₄項を第₅項とし、第₃項を

第₄項とし、同条第₂項中「寄附金の指定を受けた法人等は、前項」を「前条に規定する寄

附金の指定（以下この条において「寄附金の指定」という。）を受けた法人若しくは団体又

は公益信託の受託者（以下この条において「法人等」という。）は、前₂項」に改め、同項

を同条第₃項とし、同条第₁項の次に次の₁項を加える。

₂　前条（第₃号に係る部分に限る。）に規定する寄附金の指定を受けようとする公益信託

の受託者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

⑴　公益信託の名称

⑵　受託者の氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

⑶　受託者の住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）

⑷　前₃号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

　第23条第₁項ただし書中「及び第23条の₄第₁項」を「並びに第23条の₄第₁項及び第₂

項第₄号」に改める。

　第23条の₃第₁項第₂号中「除き、」を「除く。次条第₁項第₂号において同じ。）（」

に改め、「。次条第₁項において同じ」を削り、同条第₅項中「次条第₄項」を「次条第₅

項」に改める。

　第23条の₄第₁項を次のように改める。

　次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年金等支

払者（所得税法第203条の₆第₁項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定

する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。以下こ

の条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次項各

号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しな

ければならない。

⑴　所得税法第203条の₆第₁項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければな

らない者

⑵　法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の₇の規定の適用を受けるものを
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除く。）の支払を受ける市内に住所を有する個人であつて、特定配偶者（所得割の納税

義務者（合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配

偶者（合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第₃号に

おいて同じ。）（退職手当等（第35条の₃に規定する退職手当等に限る。以下この号に

おいて同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢16歳未満の者又は

控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親

族（退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が85万円以下であるもの

に限る。）を有する者

⑶　法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の₇の規定の適用を受けるものに

限る。）の支払を受ける市内に住所を有する個人（当該年中に支払を受けるべき当該公

的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況におい

て施行令第48条の₉の₇の₃に定める金額に満たない者を除く。）であつて、障害者、

寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢16歳未満の

者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金額が85万円以下であ

るものに限る。）を有する者

　第23条の₄第₅項中「第₃項」を「第₄項」に改め、同項を同条第₆項とし、同条第₄項

中「第48条の₉の₇の₃」を「第48条の₉の₈」に改め、同項を同条第₅項とし、同条第₃

項を同条第₄項とし、同条第₂項中「前項」を「第₁項」に改め、同項を同条第₃項とし、

同条第₁項の次に次の₁項を加える。

₂　前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

⑴　公的年金等支払者の名称

⑵　公的年金等受給者が、法第314条の₂第₁項第₆号に規定する特別障害者又はその他

の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該

当する場合にはその旨

⑶　特定配偶者の氏名

⑷　扶養親族又は特定親族の氏名

⑸　施行規則第₂条の₃の₆第₁項各号に掲げる事項

　第44条中「土地に」を「土地又は家屋に」に改め、「、家屋にあつては20万円」を削り、

「150万円」を「180万円」に改める。
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　第50条第₇項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改め、同条第₈項第₄号

中「附則第12条第23項」を「附則第12条第24項」に改め、同項第₆号中「附則第12条第24

項」を「附則第12条第25項」に改め、同条第₉項第₅号及び第11項第₅号中「附則第12条第

31項」を「附則第12条第32項」に改め、同条第14項中「附則第12条第19項」を「附則第12条

第20項」に改める。

　附則第25条各号列記以外の部分中「附則第56条第13項」を「附則第56条第12項」に改め、

同条第₁号中「附則第33条第20項第₂号から第₄号まで」を「附則第33条第17項第₂号から

第₄号まで」に改め、同条第₂号中「附則第56条第13項」を「附則第56条第12項」に改める。

　附則第26条各号列記以外の部分中「附則第56条第14項」を「附則第56条第13項」に改め、

同条第₁号中「附則第33条第23項第₂号から第₄号まで」を「附則第33条第20項第₂号から

第₄号まで」に改め、同条第₂号及び第₄号中「附則第56条第14項」を「附則第56条第13

項」に改める。

　附則第27条第₃項中「附則第15条第14項本文」を「附則第15条第13項本文」に改め、同条

第₄項中「附則第15条第21項」を「附則第15条第20項」に改め、同条第₅項中「附則第15条

第22項第₁号」を「附則第15条第21項第₁号」に改め、同条第₆項中「附則第15条第23項第

₁号」を「附則第15条第22項第₁号」に改め、同条第₇項中「附則第15条第25項第₁号」を

「附則第15条第24項第₁号」に、「₂分の₁」を「₃分の₁」に改め、「同項第₂号」の次

に「及び第₃号」を加え、「14分の11とし、同項第₃号に規定する条例で定める割合は12分

の₇」を「₂分の₁」に、「₃分の₁」を「12分の₇」に改め、同条第₈項中「附則第15条

第28項」を「附則第15条第27項」に改め、同条第₉項中「附則第15条第32項」を「附則第15

条第31項」に改め、同条第10項中「附則第15条第37項」を「附則第15条第36項」に改める。

　附則第32条第₂項中「令和₄年₄月₁日から令和₈年₃月31日まで」を「令和₇年₄月₁

日から令和10年₃月31日まで」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

₁　この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

⑴　次号及び第₃号に掲げる規定以外の規定　公布の日

⑵　第21条、第21条の₂、第23条、第23条の₃及び第23条の₄の改正規定並びに次項及び

附則第₃項の規定　令和₉年₁月₁日
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⑶　第44条の改正規定及び附則第₄項の規定　令和₉年₄月₁日

　（個人の市民税に関する適用区分）

₂　この条例による改正後の福岡市市税条例（以下「新条例」という。）第23条の₄第₁

項及び第₂項の規定は、前項第₂号に掲げる規定の施行の日（以下「₂号施行日」とい

う。）以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年法律第33号）第203条の₆第₁項に規

定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）について提出する新条

例第23条の₄第₁項の規定による申告書について適用し、₂号施行日前に支払を受けるべ

き公的年金等について提出したこの条例による改正前の福岡市市税条例第23条の₄第₁項

の規定による申告書については、なお従前の例による。

₃　所得税法等の一部を改正する法律（令和₆年法律第₈号）附則第₃条第₁項の規定の適

用がある場合における附則第₁項第₂号に掲げる規定による改正後の福岡市市税条例第21

条（第₃号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同号中「寄附金のうち、福岡

県知事の認可（公益信託に関する法律（令和₆年法律第30号）第₆条の認可をいう。）を

受けた公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する

もの」とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和₆年法律第₈号）

附則第₃条第₁項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第₁条の規定によ

る改正前の所得税法第78条第₃項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）」

とする。

　（固定資産税に関する適用区分）

₄　新条例第44条の規定は、令和₉年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和₈

年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

₅　令和₆年₄月₁日から令和₈年₃月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部

を改正する法律（令和₈年法律第₂号）第₁条の規定による改正前の地方税法（昭和25年

法律第226号）附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課

する固定資産税については、なお従前の例による。

　（準備行為）

₆　新条例第21条（第₃号に係る部分に限る。）に規定する寄附金の指定を受けようとする

公益信託の受託者は、₂号施行日前においても、新条例第21条の₂第₂項の規定の例によ

り、その申請書を市長に提出することができる。
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₇　前項の申請書に記載した事項に変更があった場合においては、新条例第21条に規定する

寄附金の指定を受けた公益信託の受託者は、₂号施行日前においても、新条例第21条の₂

第₃項の規定の例により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
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議案第128号

議案第128号

福岡市建築関係手数料条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和₈年₆月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、箱崎地区地区計画に開発整備促進区を定めたことに伴い、建

築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の事務に関する手数料の額を定める必要があ

るによる。

　　　福岡市建築関係手数料条例の一部を改正する条例

　福岡市建築関係手数料条例（平成12年福岡市条例第13号）の一部を次のように改正する。

　別表第₁　31の項の次に次のように加える。

31の₂　法第68条の₃
第₇項の規定に基づ
く建築物の用途に関
する制限の適用除外
に係る認定の申請に
対する審査

開発整備促進区にお
ける建築物の用途に
関する制限の適用除
外に係る認定申請手
数料

27,000円

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　福岡市建築関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和８年６月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　　髙　　島　　宗　一　郎

福岡市条例第44号
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議案第129号

議案第129号

福岡市建築基準法施行条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和₈年₆月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、建築基準法施行令の一部改正に鑑み、自動車修理工場の防火

区画に係る内装の制限を緩和する必要があるによる。

　　　福岡市建築基準法施行条例の一部を改正する条例

　福岡市建築基準法施行条例（平成19年福岡市条例第29号）の一部を次のように改正する。

　第22条中「下地を不燃材料で造るとともに仕上げを不燃材料で行った」を「仕上げを不燃

材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準じる措置が講じられた」に

改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　福岡市建築基準法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和８年６月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　　髙　　島　　宗　一　郎

福岡市条例第45号
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議案第130号

議案第130号

福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和₈年₆月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、箱崎地区地区計画の区域における適正な都市機能と健全な都

市環境を確保するため、建築物の用途等に関する事項について新たに条例による制限として

定める必要があるによる。

福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例

　福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成₂年

福岡市条例第25号）の一部を次のように改正する。

　別表第₁野芥一丁目地区地区整備計画区域の項の次に次のように加える。

箱崎地区地区整備計画

区域

福岡広域都市計画地区計画箱崎地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められた区域

　

　福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。

　　令和８年６月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　　髙　　島　　宗　一　郎

福岡市条例第46号
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2

議案第130号

　別表第₂中

「 野芥一丁目
地区地区整
備計画区域

再開発等促
進区 　　を

」

「 野芥一丁目
地区地区整
備計画区域

再開発等促
進区

箱崎地区地
区整備計画
区域

開発
整備
促進
区

中央
ゾー
ン₁

⑴　法別表第₂（い）項第
₁号から第₃号までに掲げ
る建築物
⑵　法別表第₂（ほ）項第
₂号に掲げる建築物

5,000（駐輪
場その他これ
に類する建築
物で交通の利
便に供するも
の又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く。）

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で
交通の利便に供
し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

福岡広域都市計画
道路堅粕箱崎線及
び市道箱崎146号
線（都市計画の計
画図において₄
メートルの壁面の
位置の制限がある
旨の表示がなされ
ている部分に接す
る部分に限る。）
との敷地境界線

4 ⑴　交通広場の
区域内の部分
（歩廊、渡り
廊下、バス停
留所の上屋そ
の他これらに
類する建築物
若しくは建築
物の部分又は
駐車場その他
これに類する
建築物若しく
は建築物の部
分で交通広場
の利用上支障
がないものに
係る部分を除
く。）
⑵　広場Ａ、広
場Ｆ及び広場
Ｇの区域内の
部分（歩廊、
渡り廊下、バ
ス停留所の上
屋その他これ
らに類する建
築物若しくは
建築物の部分
又は床面（屋
外の₁階部分
に設置される
ものにあって
は、地盤面）
からの高さが
2 . 5メートル
を超える建
築物の部分及
びこれを支
える柱で広場
の利用上支障
がないものに
係る部分を除
く。）
⑶　広場Ｂ、広

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で歩行者
の通行上支障が
ないものを除
く。）

⑴　市道箱崎141
号線及び市道箱
崎146号線（都
市計画の計画図
において₂メー
トルの壁面の位
置の制限がある
旨の表示がなさ
れている部分に
接する部分に限
る。）との敷地
境界線

2

⑵　福岡広域都市
計画道路国道₃
号線との敷地境
界線

1

福岡市公報 令和 8年 6月22日　第7246号

－ 11 －



3

議案第130号

　別表第₂中

「 野芥一丁目
地区地区整
備計画区域

再開発等促
進区 　　を

」

「 野芥一丁目
地区地区整
備計画区域

再開発等促
進区

箱崎地区地
区整備計画
区域

開発
整備
促進
区

中央
ゾー
ン₁

⑴　法別表第₂（い）項第
₁号から第₃号までに掲げ
る建築物
⑵　法別表第₂（ほ）項第
₂号に掲げる建築物

5,000（駐輪
場その他これ
に類する建築
物で交通の利
便に供するも
の又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く。）

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で
交通の利便に供
し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

福岡広域都市計画
道路堅粕箱崎線及
び市道箱崎146号
線（都市計画の計
画図において₄
メートルの壁面の
位置の制限がある
旨の表示がなされ
ている部分に接す
る部分に限る。）
との敷地境界線

4 ⑴　交通広場の
区域内の部分
（歩廊、渡り
廊下、バス停
留所の上屋そ
の他これらに
類する建築物
若しくは建築
物の部分又は
駐車場その他
これに類する
建築物若しく
は建築物の部
分で交通広場
の利用上支障
がないものに
係る部分を除
く。）
⑵　広場Ａ、広
場Ｆ及び広場
Ｇの区域内の
部分（歩廊、
渡り廊下、バ
ス停留所の上
屋その他これ
らに類する建
築物若しくは
建築物の部分
又は床面（屋
外の₁階部分
に設置される
ものにあって
は、地盤面）
からの高さが
2 . 5メートル
を超える建
築物の部分及
びこれを支
える柱で広場
の利用上支障
がないものに
係る部分を除
く。）
⑶　広場Ｂ、広

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で歩行者
の通行上支障が
ないものを除
く。）

⑴　市道箱崎141
号線及び市道箱
崎146号線（都
市計画の計画図
において₂メー
トルの壁面の位
置の制限がある
旨の表示がなさ
れている部分に
接する部分に限
る。）との敷地
境界線

2

⑵　福岡広域都市
計画道路国道₃
号線との敷地境
界線

1
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4

議案第130号

　場Ｃ、広場Ｄ
及び広場Ｅ並
びに歩行者用
通路₁号、歩
行者用通路₂
号、歩行者用
通路₃号、歩
行者用通路₄
号及び歩行者
用通路₅号の
区域内の部分
（歩廊、渡り
廊下、バス停
留所の上屋そ
の他これらに
類する建築物
又は建築物の
部分で広場の
利用上又は歩
行者の通行上
支障がないも
のに係る部分
を除く。）

中央ゾーン
₂

⑴　法別表第₂（い）項第₁
号から第₃号までに掲げる
建築物で、箱崎地区地区計
画において定められた整備、
開発及び保全に関する方針
のうち建築物等の整備の方
針に適合しないもの
⑵　法別表第₂（ほ）項第₂
号に掲げる建築物

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの
又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く｡）

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの（
　歩廊、渡り廊下、
バス停留所の上
屋その他これら
に類する建築物
若しくは建築物
の部分で歩行者
の通行上支障が
ないもの又は駐
輪場その他これ
に類する建築物
若しくは建築物
の部分で交通の
利便に供し、か
つ、歩行者の通
行上支障がない
ものを除く。）

福岡広域都市計画
道路堅粕箱崎線、
福岡広域都市計画
道路原田箱崎線及
び県道浜新建堅粕
線との敷地境界線

4 広場Ｈ、広場Ｉ
及び広場Ｊ並び
に歩行者用通路
₆号の区域内の
部分（歩廊、渡
り廊下、バス停
留所の上屋その
他これらに類す
る建築物又は建
築物の部分で広
場の利用上又は
歩行者の通行上
支障がないもの
に係る部分を除
く。）

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊

市道箱崎146号線
との敷地境界線

2
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議案第130号

　場Ｃ、広場Ｄ
及び広場Ｅ並
びに歩行者用
通路₁号、歩
行者用通路₂
号、歩行者用
通路₃号、歩
行者用通路₄
号及び歩行者
用通路₅号の
区域内の部分
（歩廊、渡り
廊下、バス停
留所の上屋そ
の他これらに
類する建築物
又は建築物の
部分で広場の
利用上又は歩
行者の通行上
支障がないも
のに係る部分
を除く。）

中央ゾーン
₂

⑴　法別表第₂（い）項第₁
号から第₃号までに掲げる
建築物で、箱崎地区地区計
画において定められた整備、
開発及び保全に関する方針
のうち建築物等の整備の方
針に適合しないもの
⑵　法別表第₂（ほ）項第₂
号に掲げる建築物

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの
又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く｡）

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの（

　歩廊、渡り廊下、
バス停留所の上
屋その他これら
に類する建築物
若しくは建築物
の部分で歩行者
の通行上支障が
ないもの又は駐
輪場その他これ
に類する建築物
若しくは建築物
の部分で交通の
利便に供し、か
つ、歩行者の通
行上支障がない
ものを除く。）

福岡広域都市計画
道路堅粕箱崎線、
福岡広域都市計画
道路原田箱崎線及
び県道浜新建堅粕
線との敷地境界線

4 広場Ｈ、広場Ｉ
及び広場Ｊ並び
に歩行者用通路
₆号の区域内の
部分（歩廊、渡
り廊下、バス停
留所の上屋その
他これらに類す
る建築物又は建
築物の部分で広
場の利用上又は
歩行者の通行上
支障がないもの
に係る部分を除
く。）

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊

市道箱崎146号線
との敷地境界線

2
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議案第130号

　下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で歩行者
の通行上支障が
ないものを除
く。）

北側ゾーン
₁

法別表第₂（ほ）項第₂号
に掲げる建築物

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの
又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く｡)

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で
交通の利便に供
し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

県道浜新建堅粕線
との敷地境界線

₆（地盤
面 か ら
の高さが
₂.₅メー
トルを超
える建築
物の部分
及びこれ
を支える
柱で歩行
者の通行
上支障が
ないもの
にあって
は、₄）

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で歩行者
の通行上支障が
ないものを除
く。）

市道箱崎150号線
との敷地境界線

2

北側ゾーン
₂

法別表第₂（ほ）項第₂号
に掲げる建築物

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で

県道浜新建堅粕線
との敷地境界線

4 広場Ｋ及び歩行
者用通路₇号の
区域内の部分
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
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議案第130号

　下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で歩行者
の通行上支障が
ないものを除
く。）

北側ゾーン
₁

法別表第₂（ほ）項第₂号
に掲げる建築物

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの
又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く｡)

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で
交通の利便に供
し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

県道浜新建堅粕線
との敷地境界線

₆（地盤
面 か ら
の高さが
₂.₅メー
トルを超
える建築
物の部分
及びこれ
を支える
柱で歩行
者の通行
上支障が
ないもの
にあって
は、₄）

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で歩行者
の通行上支障が
ないものを除
く。）

市道箱崎150号線
との敷地境界線

2

北側ゾーン
₂

法別表第₂（ほ）項第₂号
に掲げる建築物

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で

県道浜新建堅粕線
との敷地境界線

4 広場Ｋ及び歩行
者用通路₇号の
区域内の部分
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
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議案第130号

又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く。）

　高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で交
通の利便に供
し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で広場の
利用上又は歩行
者の通行上支障
がないものに係
る部分を除く｡)

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの（
　歩廊、渡り廊下、
バス停留所の上
屋その他これら
に類する建築物
又は建築物の部
分で歩行者の通
行上支障がない
ものを除く。）

市道箱崎146号線、
市道箱崎149号線
及び市道箱崎150
号線との敷地境
界線

2

西側ゾーン ⑴　法別表第₂（い）項第₁
号から第₃号までに掲げる
建築物で、箱崎地区地区計
画において定められた整備、
開発及び保全に関する方針
のうち建築物等の整備の方
針に適合しないもの
⑵　法別表第₂（ほ）項第₂
号に掲げる建築物

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの
又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く。）

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で交
　通の利便に供

福岡広域都市計画
道路堅粕箱崎線
（都市計画の計画
図において₄メー
トルの壁面の位置
の制限がある旨の
表示がなされてい
る部分に接する部
分に限る。）との
敷地境界線

4 広場Ｌ及び広場
Ｍ並びに歩行者
用通路₇号の区
域内の部分（歩
廊、渡り廊下、
バス停留所の上
屋その他これら
に類する建築物
又は建築物の部
分で広場の利用
上又は歩行者の
通行上支障がな
いものに係る部
分を除く。）
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9

議案第130号

又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く。）

　高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で交
通の利便に供
し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で広場の
利用上又は歩行
者の通行上支障
がないものに係
る部分を除く｡)

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの（

　歩廊、渡り廊下、
バス停留所の上
屋その他これら
に類する建築物
又は建築物の部
分で歩行者の通
行上支障がない
ものを除く。）

市道箱崎146号線、
市道箱崎149号線
及び市道箱崎150
号線との敷地境
界線

2

西側ゾーン ⑴　法別表第₂（い）項第₁
号から第₃号までに掲げる
建築物で、箱崎地区地区計
画において定められた整備、
開発及び保全に関する方針
のうち建築物等の整備の方
針に適合しないもの
⑵　法別表第₂（ほ）項第₂
号に掲げる建築物

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの
又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く。）

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で交

　通の利便に供

福岡広域都市計画
道路堅粕箱崎線
（都市計画の計画
図において₄メー
トルの壁面の位置
の制限がある旨の
表示がなされてい
る部分に接する部
分に限る。）との
敷地境界線

4 広場Ｌ及び広場
Ｍ並びに歩行者
用通路₇号の区
域内の部分（歩
廊、渡り廊下、
バス停留所の上
屋その他これら
に類する建築物
又は建築物の部
分で広場の利用
上又は歩行者の
通行上支障がな
いものに係る部
分を除く。）
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　し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）
₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
　の部分で歩行者
の通行上支障が
ないものを除
く。）

⑴　市道箱崎146
号線（都市計画
の計画図におい
て₂メートルの
壁面の位置の制
限がある旨の表
示がなされてい
る部分に接する
部分に限る。）
及び市道箱崎
149号線との敷
地境界線

2

⑵　福岡広域都市
計画道路国道₃
号線との敷地境
界線

1

南側ゾーン
₁

法別表第₂（ほ）項第₂号
に掲げる建築物

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの
又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く。）

建築物の外壁若し
くはこれに代わる
柱又は建築物に附
属する門若しくは
塀で高さ₂メート
ルを超えるもの
（歩廊、渡り廊下、
バス停留所の上屋
その他これらに類
する建築物若しく
は建築物の部分で
歩行者の通行上支
障がないもの、駐
輪場その他これに
類する建築物若し
くは建築物の部分
で交通の利便に供
し、かつ、歩行者
の通行上支障がな
いもの又は鉄道事
業に供するものを
除く。）　　　　

福岡広域都市計画
道路原田箱崎線、
市道箱崎111号線
（都市計画の計画
図において₄メー
トルの壁面の位置
の制限がある旨の
表示がなされてい
る部分に接する部
分に限る。）及び
市道箱崎146号線
との敷地境界線

4 広場Ｎ及び広場
Ｏ並びに歩行者
用通路₁号及び
歩行者用通路₅
号の区域内の部
分（歩廊、渡り
廊下、バス停留
所の上屋その他
これらに類する
建築物又は建築
物の部分で広場
の利用上又は歩
行者の通行上支
障がないものに
係る部分を除
く。）

南側ゾーン
₂

⑴　法別表第₂（い）項第₁
号から第₃号までに掲げる
建築物で、箱崎地区地区計
画において定められた整備、
開発及び保全に関する方針
　のうち建築物等の整備の方
針に適合しないもの
⑵　法別表第₂（に）項第₃
号に掲げる建築物
⑶　法別表第₂（ほ）項第₂
号及び第₃号に掲げる建築

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの
又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建

福岡広域都市計画
道路原田箱崎線
（都市計画の計画
図において₄メー
トルの壁面の位置
の制限がある旨の
表示がなされてい
る部分に接する部
分に限る。）との
敷地境界線

4 広場Ｐ及び広場
Ｑ並びに歩行者
用通路₈号、歩
行者用通路₉号、
歩行者用通路10
号及び歩行者用
通路11号の区域
内の部分（歩廊、
渡り廊下、バス
停留所の上屋そ
の他これらに類

10
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　し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物

　の部分で歩行者
の通行上支障が
ないものを除
く。）

⑴　市道箱崎146
号線（都市計画
の計画図におい
て₂メートルの
壁面の位置の制
限がある旨の表
示がなされてい
る部分に接する
部分に限る。）
及び市道箱崎
149号線との敷
地境界線

2

⑵　福岡広域都市
計画道路国道₃
号線との敷地境
界線

1

南側ゾーン
₁

法別表第₂（ほ）項第₂号
に掲げる建築物

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの
又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く。）

建築物の外壁若し
くはこれに代わる
柱又は建築物に附
属する門若しくは
塀で高さ₂メート
ルを超えるもの
（歩廊、渡り廊下、
バス停留所の上屋
その他これらに類
する建築物若しく
は建築物の部分で
歩行者の通行上支
障がないもの、駐
輪場その他これに
類する建築物若し
くは建築物の部分
で交通の利便に供
し、かつ、歩行者
の通行上支障がな
いもの又は鉄道事
業に供するものを
除く。）　　　　

福岡広域都市計画
道路原田箱崎線、
市道箱崎111号線
（都市計画の計画
図において₄メー
トルの壁面の位置
の制限がある旨の
表示がなされてい
る部分に接する部
分に限る。）及び
市道箱崎146号線
との敷地境界線

4 広場Ｎ及び広場
Ｏ並びに歩行者
用通路₁号及び
歩行者用通路₅
号の区域内の部
分（歩廊、渡り
廊下、バス停留
所の上屋その他
これらに類する
建築物又は建築
物の部分で広場
の利用上又は歩
行者の通行上支
障がないものに
係る部分を除
く。）

南側ゾーン
₂

⑴　法別表第₂（い）項第₁
号から第₃号までに掲げる
建築物で、箱崎地区地区計
画において定められた整備、
開発及び保全に関する方針
　のうち建築物等の整備の方
針に適合しないもの
⑵　法別表第₂（に）項第₃
号に掲げる建築物
⑶　法別表第₂（ほ）項第₂
号及び第₃号に掲げる建築

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの
又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建

福岡広域都市計画
道路原田箱崎線
（都市計画の計画
図において₄メー
トルの壁面の位置
の制限がある旨の
表示がなされてい
る部分に接する部
分に限る。）との
敷地境界線

4 広場Ｐ及び広場
Ｑ並びに歩行者
用通路₈号、歩
行者用通路₉号、
歩行者用通路10
号及び歩行者用
通路11号の区域
内の部分（歩廊、
渡り廊下、バス
停留所の上屋そ
の他これらに類
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　物 しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く｡)

　築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で交
通の利便に供
し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

する建築物又は
建築物の部分で
広場の利用上又
は歩行者の通行
上支障がないも
のに係る部分を
除く。）

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

福岡広域都市計画
道路原田箱崎線
（都市計画の計画
図において₂メー
トルの壁面の位置
の制限がある旨の
表示がなされてい
る部分に接する部
分に限る。）との
敷地境界線

2

₃　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
　障がないもの又
は登録有形文化
財及び意匠上こ
れに附属するも
のを除く。）

県道浜新建堅粕線
との敷地境界線

1

東側ゾーン ⑴　法別表第₂（い）項第₁
号から第₃号までに掲げる
建築物で、箱崎地区地区計
画において定められた整備、
開発及び保全に関する方針

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で

福岡広域都市計画
道路堅粕箱崎線
（都市計画の計画
図において₄メー
トルの壁面の位置

4 広場Ｒ及び広場
Ｓの区域内の部
分（歩廊、渡り
廊下、バス停留
所の上屋その他

12

議案第130号

福岡市公報 令和 8年 6月22日　第7246号

－ 21 －



　物 しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く｡)

　築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で交
通の利便に供
し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

する建築物又は
建築物の部分で
広場の利用上又
は歩行者の通行
上支障がないも
のに係る部分を
除く。）

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

福岡広域都市計画
道路原田箱崎線
（都市計画の計画
図において₂メー
トルの壁面の位置
の制限がある旨の
表示がなされてい
る部分に接する部
分に限る。）との
敷地境界線

2

₃　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支

　障がないもの又
は登録有形文化
財及び意匠上こ
れに附属するも
のを除く。）

県道浜新建堅粕線
との敷地境界線

1

東側ゾーン ⑴　法別表第₂（い）項第₁
号から第₃号までに掲げる
建築物で、箱崎地区地区計
画において定められた整備、
開発及び保全に関する方針

500（駐輪場
その他これに
類する建築物
で交通の利便
に供するもの

₁　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で

福岡広域都市計画
道路堅粕箱崎線
（都市計画の計画
図において₄メー
トルの壁面の位置

4 広場Ｒ及び広場
Ｓの区域内の部
分（歩廊、渡り
廊下、バス停留
所の上屋その他
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　のうち建築物等の整備の方
針に適合しないもの
⑵　法別表第₂（ほ）項第₂
号に掲げる建築物

又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く｡)

　高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で交
通の利便に供
し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

の制限がある旨の
表示がなされてい
る部分に接する部
分に限る。）及び
福岡広域都市計画
道路原田箱崎線と
の敷地境界線

これらに類する
建築物又は建築
物の部分で広場
の利用上支障が
ないものに係る
部分を除く。）

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で
　高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
　下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で歩行者
　の通行上支障が
ないものを除
く。）

県道浜新建堅粕線、
市道4983号線、市
道4984号線及び市
道4985号線との敷
地境界線

2

」

に改め、同表備考第₁項中「いう」を「いい、「登録有形文化財」とは文化財保護法（昭和25年

法律第214号）第57条第₁項の規定により登録された有形文化財をいう」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

14
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に改め、同表備考第１項中「いう」を「いい、「登録有形文化財」とは文化財保護法（昭和

25年法律第214号）第57条第１項の規定により登録された有形文化財をいう」に改める。

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 
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　のうち建築物等の整備の方
針に適合しないもの
⑵　法別表第₂（ほ）項第₂
号に掲げる建築物

又は公民館、
集会所その他
これらに類す
る建築物で地
区内住民の社
会教育活動若
しくは自治活
動の用に供す
るものの敷地
を除く｡)

　高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊
下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物若しくは建
築物の部分で歩
行者の通行上支
障がないもの又
は駐輪場その他
これに類する建
築物若しくは建
築物の部分で交
通の利便に供
し、かつ、歩行
者の通行上支障
がないものを除
く。）

の制限がある旨の
表示がなされてい
る部分に接する部
分に限る。）及び
福岡広域都市計画
道路原田箱崎線と
の敷地境界線

これらに類する
建築物又は建築
物の部分で広場
の利用上支障が
ないものに係る
部分を除く。）

₂　建築物の外壁
若しくはこれに
代わる柱又は建
築物に附属する
門若しくは塀で

　高さ₂メートル
を超えるもの
（歩廊、渡り廊

　下、バス停留所
の上屋その他こ
れらに類する建
築物又は建築物
の部分で歩行者

　の通行上支障が
ないものを除
く。）

県道浜新建堅粕線、
市道4983号線、市
道4984号線及び市
道4985号線との敷
地境界線

2

」

に改め、同表備考第₁項中「いう」を「いい、「登録有形文化財」とは文化財保護法（昭和25年

法律第214号）第57条第₁項の規定により登録された有形文化財をいう」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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